
　

上場廃止等の決定について

　下記のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。

１．上場廃止及び整理銘柄指定

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

上場維持基準に適合しないため

２０２６年４月１５日（水）から２０２６年９月３０日（水）まで

２０２６年１０月１日（木）

指 定 期 間

記

（関連条 項） （有価証券上場規程第６０１条第１項第１号）

理 由 の 詳 細 上記「（１）銘柄等」に掲げる会社から提出された株券等の分布状況表に基づく審査の結果、上場
維持基準への不適合が確認されたため、当取引所は、当該会社の株式について上場廃止を決定し、
整理銘柄に指定します。

上 場 廃 止 日

（注）速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変
更することがあります。

理 由

名

整 理 銘 柄

ネポン株式会社 7985 スタンダード市場 ● 福

重複上場

● 除外

株式会社光陽社 7946 スタンダード市場 ●

株式会社桜井製作所 7255 スタンダード市場

２ ０ ２ ６ 年 ４ 月 １ ５ 日

株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所

上 場 部

銘 柄 等

代用有価
証券株主数

流通株式
数

流通株式
比率

流通株式
時価総額

銘柄（株式） コード 市場区分

抵触した上場廃止基準

東証一斉連絡
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２．代用有価証券の取扱いについて

・ 信用取引及び発行日決済取引の委託保証金

・ 発行日決済取引の売買証拠金

・ 取引参加者保証金

・ 信認金

株式会社　東京証券取引所

以上

上記「１．上場廃止及び整理銘柄指定」の「（１）銘柄等」の表において、「代用有価証券」の欄に「除外」と記載され
た株式は、２０２６年４月１６日（木）以降、次の各代用有価証券から除外されます。
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